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   匝瑳市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 

匝瑳市行政組織条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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匝瑳市行政組織条例の一部を改正する条例 

 

匝瑳市行政組織条例（平成１８年匝瑳市条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条中「環境生活課」を「環境生活課 ゼロカーボン推進課」に改める。 

第２条中第１４号を第１５号とし、第８号から第１３号までを１号ずつ繰り下

げ、第７号の次に次の１号を加える。 

 （８） ゼロカーボン推進課 

ゼロカーボンの推進に関すること。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 





- 
1 
- 

（
参
考
）

 

匝
瑳
市
行
政
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
後

 
改
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
前
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
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。
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